
MSS の人権基本方針 

 

 

私たち MSS は、役員と従業員の全員が人権への理解を深め、本方針に基づき、人権が尊

重される社会の実現を目指します。 

 

① 人権に関する基本的な考え方 

MSS は、「国連グローバル・コンパクト」の原則に従い、事業活動に関わるすべての人々

の人権を尊重し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持し、実践します。 

 

② MSS の事業活動を通じた人権の尊重 

・個人の多様な価値観・個性・プライバシーを尊重し、人種・国籍・民族・性別・年齢・

出身地・宗教・学歴・心身の障がい・性的指向と性自認など理由とした差別を一切行いま

せん。また、常に相手の立場に立ち、自分と同様に尊重します。 

・すべてのお客さまに対して公平公正に接するとともに、安全で安心な商品やサービス、

およびそれらの情報について提供します。 

・取引先と公正な取引を行い、事業活動における企業倫理や労働環境に関する法令や国際

基準を遵守し、継続的な改善に努めます。 

・ハラスメントのない安全で働きやすい職場環境を構築し、役員と従業員全員に対して人

権に関する正しい知識と理解を深めるための教育と研修を実施します。 

 

③ 人権デュー・ディリジェンスの実施 

MSS は、事業活動による人権への影響に関して、人権デュー・ディリジェンスを通じて、

人権が尊重される社会の実現を目指します。 
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